
健やかで優しさのあるまち基本目標1

3. まちづくりの基本目標3. まちづくりの基本目標3. まちづくりの基本目標

【健康・福祉】

政策1 地域全体で子育てを支える社会をつくる
施策１ 子育て環境の充実と整備 施策2 出会いからの環境整備

政策2 暮らしを支える福祉を充実する
施策１ 高齢者福祉の充実 施策2 障がい者福祉の充実 施策3 地域福祉の促進

施策3 医療体制の整備
政策3 生涯にわたって安心な暮らしをつくる

施策１ 健康づくりの推進 施策2 社会保障制度の充実

生活に安らぎのあるまち　基本目標2 【安全・安心】

政策1 災害等に強いまちをつくる
施策１ 防災対策等の推進

施策3 地域防災力の向上

施策2 災害発生時における体制の整備

政策2 安全に暮らせる環境をつくる
施策１ 消防・救急・救助体制の整備 施策2 生活安全対策の推進

施策3 良好な衛生環境の維持 施策4 安定した水の供給

地域の魅力・活力があふれるまち基本目標3 【産業・交流】

政策1 暮らしを支える地域経済を活性化する
施策１ 雇用・就労環境の整備

施策3 農林水産業の活性化

施策2 事業所立地と雇用創出の推進

政策2 都市全体の価値や魅力を向上する
施策１ 選ばれる都市づくり 施策2 観光産業の振興

政策3 広域拠点となる交通基盤を整備する
施策１ 良好な交通環境の整備 施策2 交通基盤の整備

健全で豊かな心を育むまち基本目標4 【教育・文化】

政策1 子どもたちの生きる力を育む
施策１ 知・徳・体の調和のとれた教育の推進 施策2 青少年の健全育成

政策2 多彩な人材を育む
施策１ 生涯学習の推進 施策2 地域スポーツの活性化 施策3 国際化の推進

施策2 文化芸術の振興と活用

施策3 下水道等の整備

政策3 全ての人が尊重される社会をつくる
施策１ 人権と平和意識の醸成

政策4 松山市固有の文化芸術を守り育む
施策１ 文化遺産の継承

緑の映える快適なまち基本目標5 【環境・都市】

政策1 快適な生活基盤をつくる
施策１ 居住環境の整備 施策2 上水道等の整備

政策2 特色ある都市空間を創出する
施策１ 良好な都市空間の形成 施策2 計画的な土地利用の推進

政策3 豊かな自然と共生する
施策１ 低炭素・循環型まちづくりの推進

施策3 節水型都市づくりの推進

施策2 環境保全・配慮型まちづくりの推進

市民とつくる自立したまち基本目標6 【自治・行政】

政策1 市民参画を推進する
施策１ 市民主体のまちづくり 施策2 市民参画による政策形成

政策2 地方分権社会を推進する
施策１ 地方分権・地方創生に対応する体制の整備

施策3 行政情報の適正運用

施策2 効率的な行財政運営の推進

基
本
目
標

策
定
に
あ
た
っ
て

笑
顔
プ
ロ
グ
ラ
ム

健
康・福
祉

安
全・安
心

産
業・交
流

教
育・文
化

環
境・都
市

自
治・行
政

基
本
構
想

資
料
編

28



健やかで優しさのあるまち基本目標1

3. まちづくりの基本目標3. まちづくりの基本目標3. まちづくりの基本目標

【健康・福祉】

政策1 地域全体で子育てを支える社会をつくる
施策１ 子育て環境の充実と整備 施策2 出会いからの環境整備

政策2 暮らしを支える福祉を充実する
施策１ 高齢者福祉の充実 施策2 障がい者福祉の充実 施策3 地域福祉の促進

施策3 医療体制の整備
政策3 生涯にわたって安心な暮らしをつくる

施策１ 健康づくりの推進 施策2 社会保障制度の充実

生活に安らぎのあるまち　基本目標2 【安全・安心】

政策1 災害等に強いまちをつくる
施策１ 防災対策等の推進

施策3 地域防災力の向上

施策2 災害発生時における体制の整備

政策2 安全に暮らせる環境をつくる
施策１ 消防・救急・救助体制の整備 施策2 生活安全対策の推進

施策3 良好な衛生環境の維持 施策4 安定した水の供給

地域の魅力・活力があふれるまち基本目標3 【産業・交流】

政策1 暮らしを支える地域経済を活性化する
施策１ 雇用・就労環境の整備

施策3 農林水産業の活性化

施策2 事業所立地と雇用創出の推進

政策2 都市全体の価値や魅力を向上する
施策１ 選ばれる都市づくり 施策2 観光産業の振興

政策3 広域拠点となる交通基盤を整備する
施策１ 良好な交通環境の整備 施策2 交通基盤の整備

健全で豊かな心を育むまち基本目標4 【教育・文化】

政策1 子どもたちの生きる力を育む
施策１ 知・徳・体の調和のとれた教育の推進 施策2 青少年の健全育成

政策2 多彩な人材を育む
施策１ 生涯学習の推進 施策2 地域スポーツの活性化 施策3 国際化の推進

施策2 文化芸術の振興と活用

施策3 下水道等の整備

政策3 全ての人が尊重される社会をつくる
施策１ 人権と平和意識の醸成

政策4 松山市固有の文化芸術を守り育む
施策１ 文化遺産の継承

緑の映える快適なまち基本目標5 【環境・都市】

政策1 快適な生活基盤をつくる
施策１ 居住環境の整備 施策2 上水道等の整備

政策2 特色ある都市空間を創出する
施策１ 良好な都市空間の形成 施策2 計画的な土地利用の推進

政策3 豊かな自然と共生する
施策１ 低炭素・循環型まちづくりの推進

施策3 節水型都市づくりの推進

施策2 環境保全・配慮型まちづくりの推進

市民とつくる自立したまち基本目標6 【自治・行政】

政策1 市民参画を推進する
施策１ 市民主体のまちづくり 施策2 市民参画による政策形成

政策2 地方分権社会を推進する
施策１ 地方分権・地方創生に対応する体制の整備

施策3 行政情報の適正運用

施策2 効率的な行財政運営の推進

基
本
目
標

策
定
に
あ
た
っ
て

笑
顔
プ
ロ
グ
ラ
ム

健
康・福
祉

安
全・安
心

産
業・交
流

教
育・文
化

環
境・都
市

自
治・行
政

基
本
構
想

資
料
編

29



まちづくりの基本目標の見方まちづくりの基本目標の見方

該当する「まちづくりの基本目標」を
記載しています。

政策を推進するための施策などを、
体系的に示したものです。

施策を推進するための「主な取り
組み」を記載しています。

施策を推進することによる、本市の
将来の姿を記載しています。

施策を推進するための「主な取り組み」の
具体的な内容を記載しています。

達成度を定量的に評価できる指標を記載しています。
・ 原則として、「現状値」は平成28（2016）年度、「目標値」は平成34（2022）年度の数値を記載していますが、

それ以外の年度又は年次を基準年度（年）とする場合は、括弧書でその年度又は年次を記載しています。
・ 「目標値」の基準年度（年）が平成34年度（平成34年）以外となっているものは、本市の各個別計画に掲げる

目標値を記載しており、当該個別計画の見直しの際に、あわせて指標を見直すことにしています。
・ 「現状値」が「―」になっているものは、当該指標にかかる取り組みが平成29（2017）年以降に開始される

ことなどによるものです。
※現状値及び目標値の年度（年）は西暦表記を省略し、平成で記載しています。
※指標の詳細説明は、資料編に掲載しています。

「めざす姿」を実現するために、
本市が今後取り組んでいく方向
性を記載しています

前期基本計画期間中の主な取組内容と
後期基本計画期間中に取り組むべき課
題について、記載しています。

（　）内の数字は、「まちづくりの基本
目標」の体系に基づき、政策：2桁、
施策：3桁、「主な取り組み」：4桁を
付番しています。（以下同様）

　第６次松山市総合計画基本構想（計画期間:平成25（2013）年度～平成34（2022）年度）に

定めた６つの基本目標について、政策ごとに、施策体系や前期基本計画期間中の主な取組内容、

後期基本計画期間中に取り組むべき課題を掲載した上で、施策の具体的内容を掲載しています。
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まちづくりの基本目標の見方まちづくりの基本目標の見方

該当する「まちづくりの基本目標」を
記載しています。

政策を推進するための施策などを、
体系的に示したものです。

施策を推進するための「主な取り
組み」を記載しています。

施策を推進することによる、本市の
将来の姿を記載しています。

施策を推進するための「主な取り組み」の
具体的な内容を記載しています。

達成度を定量的に評価できる指標を記載しています。
・ 原則として、「現状値」は平成28（2016）年度、「目標値」は平成34（2022）年度の数値を記載していますが、

それ以外の年度又は年次を基準年度（年）とする場合は、括弧書でその年度又は年次を記載しています。
・ 「目標値」の基準年度（年）が平成34年度（平成34年）以外となっているものは、本市の各個別計画に掲げる

目標値を記載しており、当該個別計画の見直しの際に、あわせて指標を見直すことにしています。
・ 「現状値」が「―」になっているものは、当該指標にかかる取り組みが平成29（2017）年以降に開始される

ことなどによるものです。
※現状値及び目標値の年度（年）は西暦表記を省略し、平成で記載しています。
※指標の詳細説明は、資料編に掲載しています。

「めざす姿」を実現するために、
本市が今後取り組んでいく方向
性を記載しています

前期基本計画期間中の主な取組内容と
後期基本計画期間中に取り組むべき課
題について、記載しています。

（　）内の数字は、「まちづくりの基本
目標」の体系に基づき、政策：2桁、
施策：3桁、「主な取り組み」：4桁を
付番しています。（以下同様）

　第６次松山市総合計画基本構想（計画期間:平成25（2013）年度～平成34（2022）年度）に

定めた６つの基本目標について、政策ごとに、施策体系や前期基本計画期間中の主な取組内容、

後期基本計画期間中に取り組むべき課題を掲載した上で、施策の具体的内容を掲載しています。
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